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情報通信行政・郵政行政審議会 

電気通信事業部会（第８０回）議事録 

 

第１ 開催日時及び場所 平成２９年９月１日（金）１０時２９分～１１時１９分 

於・総務省 第１特別会議室（８階） 

 

第２ 出席した委員（敬称略） 

新美 育文（部会長）、川濵 昇（部会長代理）、大谷 和子、佐藤 治正、

藤井 威生、三友 仁志、山下 東子 

 

第３ 出席した関係職員等 

渡辺総合通信基盤局長、古市電気通信事業部長、 

小笠原総合通信基盤局総務課長、竹村事業政策課長、 

坂入ブロードバンド整備推進室長、松井事業政策課市場評価企画官、 

藤野料金サービス課長、大塚料金サービス課企画官、 

荻原電気通信技術システム課長、鳥居電気通信技術システム課認証分析官、 

深堀電気通信技術システム課番号企画室長 

 

第４ 議題 

（１）答申事項 

ア 電気通信事業法施行規則及び第二種指定電気通信設備接続料規則の一部 

改正について【諮問第３０９２号】 

イ 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の一部改正について 

【諮問第３０９３号】 

ウ 電気通信事業法第４１条第３項の規定に基づく電気通信事業者の指定に 

ついて【諮問第３０９４号】 

エ 電気通信番号規則等の一部改正について 

【諮問第３０９５号】 

（２）「諮問を要しない軽微な事項について」（平成２０年９月３０日 情報通信 

行政・郵政行政審議会電気通信事業部会決定第５号）の一部改正について 



－2－ 

開  会 

 

○新美部会長  それでは、皆さんおはようございます。定刻となりましたので、

ただいまから情報通信行政・郵政行政審議会電気通信事業部会第８０回を開催い

たします。本部会には７人の委員が出席されておりますので、定足数を満たして

おります。 

 それでは、お手元の議事次第に従いまして、議事を進めてまいりたいと存じま

す。本日の議題は、答申事項が４件と、当部会の決定事項の一部改正の計５件で

ございます。お手元に議事次第がございますので、それに従ってお諮りをしたい

と思います。 

 

議  題 

 

（１）答申事項 

ア 電気通信事業法施行規則及び第二種指定電気通信設備接続料規則の一部改

正について【諮問第３０９２号】 

 

○新美部会長  初めに、諮問第３０９２号、電気通信事業法施行規則及び第二種

指定電気通信設備接続料規則の一部改正についてお諮りをいたします。 

 本件は、接続委員会の調査事項である第二種指定電気通信設備との接続に係る

事項とそれ以外の事項から構成されております。これら全体につきまして、６月

２４日から７月２４日まで意見招請を実施しております。 

 また、第二種指定電気通信設備との接続に係る事項につきましては、２回目の

意見招請を実施し、８月２９日開催の接続委員会において調査を行っていただき

ました。 

 それでは、接続委員会において調査いただきました事項については相田専門委

員、それ以外の事項については総務省からそれぞれ説明をお願いいたします。 

 それでは、よろしくお願いいたします。 

○相田専門委員  それでは、電気通信事業法施行規則及び第二種指定電気通信設

備接続料規則の一部改正につきまして、接続委員会における調査の結果について

ご報告させていただきます。 

 資料８０－１をご覧ください。本件は、第二種指定電気通信設備設置事業者の
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接続約款の記載事項の追加や、接続料についてデータ伝送交換機能の区分の設定

等の省令の改正を行うものでございます。 

 先ほど部会長からございましたように、本改正案につきましては、接続委員会

の調査事項である第二種指定電気通信設備との接続に係る事項とそれ以外の事項

とから構成されております。そのうち、接続に係る事項につきましては、総務省

において２回の意見募集を実施いたしました。寄せられた意見及び再意見を踏ま

えて８月２９日に開催した接続委員会におきまして、本改正案及び提出された意

見に対する考え方について検討を行い、当委員会の考え方の整理を行いました。 

 当委員会といたしましては、おめくりいただきまして１ページにあります報告

書の１に示しましたとおり、本件、電気通信事業法施行規則及び第二種指定電気

通信設備接続料規則の一部改正については、調査及び意見募集による提出意見を

踏まえ、新設する第二種指定電気通信設備接続料規則第４条第２項の規定を報告

書に記載のとおりとした上で改正することが適当と認められるとのご報告をさせ

ていただきます。 

 提出された意見及びその考え方につきましては、報告書の別添といたしまして

２ページ以降に取りまとめております。その具体的な内容につきましては、改正

概要とともに総務省よりご説明いただけるとのことですので、よろしくお願いい

たします。 

○新美部会長  どうもありがとうございます。それでは、続きまして大塚企画官

からご説明よろしくお願いいたします。 

○大塚料金サービス課企画官  それでは、まず改正案の概要について簡単に説明

させていただきます。 

 お手元の資料８０－１の３３ページをご覧いただければと存じます。３３ペー

ジ、Ⅱの概要にございますとおり、今回の改正は電気通信事業法施行規則、それ

から、次のページにございます第二種指定電気通信設備接続料規則の２つの省令

を改正するものでございます。 

 まず、施行規則の改正につきまして、１の（１）にありますとおり、接続を円

滑に行えるようにするため、接続約款への記載が義務づけられております事項に、

標準的な役務利用管理システム、こちらは役務の利用の開始、変更、廃止等の管

理を行うためのシステムでございますけれども、その機能、料金、それから、Ｓ

ＩＭカードの種類ごとの機能等を追加するものでございます。 

 以上は接続に関するものでございますけれども、卸電気通信役務の提供につき
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まして、今のページの（２）にありますとおり、総務大臣への届出が義務づけら

れております事項に、標準的な役務利用管理システムの機能及び料金等を追加す

るというものでございます。 

 ２つ目の省令の改正事項でございますが、次のページ、３４ページをご覧いた

だければと存じます。 

 ２の（１）に記しておりますが、接続料規則は音声伝送機能、それから、デー

タ伝送交換機能等４つの機能について接続料を設定すべきことを規定しておりま

す。このうち、データ伝送交換機能による通信を成立させるために不可欠な構成

要素が３つあると考えておりまして、それごとに接続料の算定方法を定めるため、

データ交換機能のもとに回線管理機能、これはネットワーク設備に関する情報の

管理や端末の認証をつかさどる機能でございますけれども、あるいはＳＩＭカー

ドの提供といった区分を設けるというものでございます。また、（２）、（３）にあ

りますとおり、これらの区分に応じた接続料の算定の方法、それから、計算の方

法について必要な改正を行うというものでございます。 

 以上のうち、接続に関する１の（１）、それから、２につきましては、接続委員

会において調査いただいた事項となります。１の（２）につきましては、卸電気

通信役務の提供に関する事項でございまして、本部会において一括してご審議い

ただきたいというものでございます。 

 以上の改正事項につきまして、総務省において意見招請を実施してございます。

接続委員会の調査事項について寄せられましたご意見と、そのご意見に対する委

員会の考え方が、こちらの資料の３ページ以下にまとめられてございます。紹介

させていただきます。 

 まず、最初の４ページでございますが、１つ目の項目は、改正案全体に関する

ご意見でございます。まず意見の１－１としてまとめられてございますけれども、

ケイ・オプティコム様、テレコムサービス協会様、個人の方、それから、ソニー

ネットワークコミュニケーションズ株式会社様からご意見をいただいております。

４ページの灰色の網かけ部分、意見の１という箇所にまとめさせていただいてお

りますけれども、ご意見としまして、本省令等改正案は、電気通信市場検証会議

の調査の中でＭＶＮＯから挙げられた諸課題に対し迅速に対応するものであり、

高く評価するといった内容でございます。 

 これに対しまして、考え方、右側でございますけれども、本案は、通信市場に

おける競争条件の確保に係る課題に迅速に対応したものと評価できる。総務省に
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おいて、引き続き公正な競争のための取組を進めていくことが適当であるとされ

ております。 

 次に５ページでございますが、同じく改正案全体に関するご意見のうち、意見

１－２としてまとめられた事項でございます。ＮＴＴドコモ様、ＫＤＤＩ様から

ご意見をいただいております。こちらも灰色の網かけの意見１－２というところ

に記載してございますが、ご意見として、本省令等改正案は、公正競争環境の向

上に資するものとしつつ、制度整備に当たっては、関係事業者を含めたオープン

な議論の上で行うべきというものになってございます。 

 これに対する考え方でございますが、右にございますとおり、本件のような制

度変更に当たっては、今後とも意見公募手続を実施するなど適切な手続によって

行ってまいりたい。また、今般整備する省令等については、公正な競争を通じ、

多様な事業者の連携の加速、イノベーションの促進が行われるよう運用されてい

くことが必要とされてございます。 

 次に、ご意見２として、省令改正の具体的な内容に関するものでございます。

しばらく飛びますが、８ページでございます。まず、８ページの意見２－１でご

ざいます。ＮＴＴドコモ様、ソフトバンク様、ＫＤＤＩ様からご意見が、それか

ら、テレコムサービス協会様、ケイ・オプティコム様、ＫＤＤＩ様から再意見が

寄せられてございます。 

 いただいた意見でございますが、まとめますと、回線管理機能及びＳＩＭカー

ドは第二種指定電気通信設備に該当しないにもかかわらず、接続料規則に規定す

るデータ伝送交換機能の一部として取り扱い、同規則に定めることは、接続料の

解釈を拡大させるものであるというご意見でございます。 

 これに対する考え方でございますが、８ページ以降、考え方の欄、４つのポツ

から成ってございます。１点目のポツでございますけれども、こちらは接続料規

則の目的が確認的に記載されてございます。 

 ２点目のポツでございますけれども、回線管理機能、それから、ＳＩＭカード

がデータ伝送交換機能の通信を成立させるために不可欠な構成要素であって、こ

れらについてＭＶＮＯに費用負担が求められていることから、本省令改正案は、

これらについてデータ伝送交換機能を構成するものとして区分を設け、ＭＶＮＯ

の負担額の算定方法を明示することとしようとするものであるという内容となっ

てございます。 

 次の９ページに移っていただきまして、３点目でございますけれども、第二種
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指定電気通信設備以外の料金を接続料規則に定めるべきではないとのご意見に対

しまして、接続料につきましては、電気通信事業法の規定上、第二種指定電気通

信設備との接続に関し取得すべき金額とされてございまして、第二種指定電気通

信設備の費用に関するものに限定されているものではないこと、それから、ＳＩ

Ｍカード等について、ＭＶＮＯが支払う金額のあり方が公正な競争条件の確保の

上で重要なことに鑑みまして、本省令改正案は、その接続料としての位置づけを

明示したものであるというふうにされてございます。 

 最後に、４つ目のポツでございますが、ご意見の中に、ＳＩＭカードについて、

今後物理的な媒体を必要としない形態が想定されるとの内容がございました。 

 これを受けまして、考え方でございますが、今後ＳＩＭカードを必要としない

形で同様の機能がＭＮＯからＭＶＮＯに提供され、その費用負担がＭＶＮＯに求

められることが想定できるわけでございます。今回の省令改正は、その場合につ

いてまで、その金額を他の部分から区分するよう求めるものではないが、依然と

しまして、その金額は接続料として位置づけられるべきものであるという内容に

なってございます。 

 また、今回の改正案のＳＩＭカードという区分が、事業者が現にＳＩＭカード

の提供を行っている場合に限りまして適用されるべきものであるということを明

確にする趣旨から、冒頭、相田主査からご説明をいただきましたとおり、資料の

１ページにあります接続料規則第４条第２項の第３号にその旨を明記すべく、修

正を加えることが適当であるという考え方になってございます。 

 次は１２ページでございますが、意見２－２でございます。ＫＤＤＩ様からの

ご意見でございますが、明確な基準がないままＳＩＭカードの種類ごとの機能等

を接続約款記載事項に追加することは適当でないというものでございます。 

 これに対する考え方でございますが、ＳＩＭカードの種類ごとの機能は、総務

省が実施いたしました接続、それから、卸役務の提供の業務の状況についての調

査において、ＭＶＮＯから寄せられた課題であること、これらはデータ伝送交換

機能等を利用する接続事業者が通常必要とするものであり、接続事業者一般に適

用される接続約款に記載することが適当と考えられること等がまとめられてござ

います。 

 次に意見２－３でございます。ソフトバンク様からのご意見で、改正事項につ

いて、要件定義が不明確であり、将来、恣意的に適用範囲が拡大することを懸念

するというものでございます。 
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 これに対しては、考え方としまして、今後とも制度の運用や見直しに当たって、

適正に、透明な手続によることが重要とされてございます。 

 意見２－４でございますが、こちらにつきまして、ケイ・オプティコム様、テ

レコムサービス協会様から改正案に賛同の意見をいただいております。 

 これに対して、考え方としましては、今般の省令改正は、接続や卸役務提供の

条件の適正性の検証可能性を向上させるものであるという考え方になってござい

ます。 

 最後でございますが、１５ページでございます。こちらは接続委員会の調査事

項以外の事項に係るご意見でございます。１件のみでございまして、ケイ・オプ

ティコム様から、改正案に賛同するとともに、総務省において確実な検証を行う

よう求めるご意見をいただいております。 

 これに対する考え方の案でございますが、総務省において改正後の運用状況を

電気通信市場検証会議等を通じて引き続き確認し、その結果を必要に応じて公表

していくことが必要であるとさせていただいております。 

 以上、接続委員会の報告書について、意見及び委員会の考え方、それから、委

員会の調査事項以外の事項について、意見と考え方の案を説明させていただきま

した。 

○新美部会長  どうもありがとうございました。それでは、ただいま、お二方か

らのご説明につきまして、ご意見、ご質問などございましたら、どうぞよろしく

ご発言いただきたいと思います。 

 特にございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、ただいまご説明いただいたとおりの改正の方向で、今後の手続を進

めていただきたいと思います。諮問第３０９２号につきましては、お手元の答申

案のとおり答申したいと存じますが、そのような取り扱いでよろしいでしょうか。

いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○新美部会長  どうもありがとうございます。それでは、案のとおり答申するこ

とといたします。 

 

イ 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の一部改正について【諮問

第３０９３号】 

 



－8－ 

○新美部会長  続きまして、次の議題になります。諮問第３０９３号、端末機器

の技術基準適合認定等に関する規則の一部改正についてお諮りをいたします。 

 本件は総務大臣から諮問を受け、本年６月２３日開催の当部会において審議を

行い、当審議会への必要的諮問事項と諮問を要しない事項で構成されていること

から、意見招請につきましては、必要的諮問事項の部分も含め、一体的として６

月２４日から７月２４日までの間、総務省において実施したところでございます。 

 それでは、これらにつきまして、総務省からご説明をよろしくお願いいたしま

す。 

○鳥居電気通信技術システム課分析官  資料８０－２に基づき説明させていただ

きます。３ページ目、別添、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の一部

改正に係る省令案に対する意見及びそれらに関する考え方をご覧ください。 

 総務省において実施した意見招請の結果、３件の意見提出がありました。いず

れも個人から提出されたものであります。 

 １番目の意見です。１番目の意見は、測定で使用する同軸ケーブルは、使用回

数や取り扱いにより損失が変動することから、同軸ケーブルも測定器の一部とし

て校正の対象にすべきというものであります。 

 これに対してですが、較正の対象は、測定器の仕様により決まるものとされて

おり、測定器の利用者が任意の同軸ケーブルを選定して使用する場合には、測定

器本体について較正を適切に行うとともに、利用者が同軸ケーブルの損失特性を

算出または測定して、必要により考慮すべきという考え方が、測定器の取り扱い

として一般的とのことであります。 

 また、同軸ケーブルの損失特性は一定不変なものではなく、ケーブルの長さや

測定する周波数によって変わるものであるため、意見のとおり、同軸ケーブルも

測定器の一部として較正の対象にするものと一律に定めることは、測定器の特性

に同軸ケーブルの損失特性が溶け込むことになるので、かえって不適切な較正に

なってしまうおそれがあるものであります。したがって、原案のとおりとさせて

いただくことが適当と考えております。 

 ２番目の意見です。２番目の意見は、製造された日から起算して１０年以内に

限るとした条件は強制しないようにしてほしいというものであります。 

 較正期間を延長することについては、較正にかかる負担の軽減になりますが、

端末機器の適正な審査が確保されることが前提であります。端末機器の基準認証

制度では、他者の製造した端末機器を適切に審査する必要があり、長期使用によ
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る経年劣化や製造業者の補修対応に期限があることを慎重に考慮して、較正期間

を延長できる測定器等は、製造された日から起算して１０年以内に限るとしたも

のであります。 

 なお、意見を提出された方が、製造された日から起算して１０年を超えた測定

器は、端末機器の審査に使用できないと誤解されている可能性もありましたので、

製造後１０年を経過した後であっても、これまでどおり１年以内に較正を受けた

ものであれば使用できる旨の説明を加えております。したがって、原案のとおり

とさせていただくことが適当と考えます。 

 ３番目の意見は、特に異論はありませんというものでしたので、賛同の意見と

して取り扱うことでよいと考えております。 

 以上が、意見招請に対して寄せられた意見及びそれに対する考え方でございま

す。３件の意見は、いずれも原案の修正を要するものでないと判断し、原案のと

おりにさせていただくことが適当と考えます。 

 説明は以上でございます。 

○新美部会長  どうもありがとうございます。それでは、ただいまの説明につき

まして、ご意見、ご質問ございましたらよろしくお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。特にございませんでしょうか。 

 それでしたら、諮問第３０９３号につきましては、お手元の答申案のとおり答

申したいと存じます。いかがでしょうか。ご賛同いただけますでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○新美部会長  では、案のとおり答申することにいたします。 

 それでは、次の議事に入ります前に、事務局から、少し皆様にご案内があるとい

うことでございますので、よろしくお願いいたします。 

○東情報流通行政局総務課課長補佐  審議会事務局からですが、今回人事異動が

ございましたので、異動のあった方のみ、順番に一言ご挨拶をお願いさせていた

だければと思います。渡辺総合通信基盤局長から順番にお願いいたします。 

○渡辺総合通信基盤局長  総合通信基盤局長の渡辺でございます。引き続きよろ

しくお願いします。 

○古市電気通信事業部長  電気通信事業部長の古市でございます。今後ともどう

かよろしくお願いいたします。 

○小笠原総合通信基盤局総務課長  総務課長の小笠原と申します。引き続きよろ

しくお願いいたします。 
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○松井事業政策課市場評価企画官  事業政策課で市場評価企画官を拝命しました

松井と申します。よろしくお願いいたします。 

○坂入ブロードバンド整備推進室長  事業政策課のブロードバンド整備推進室長

になりました坂入でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○大塚料金サービス課企画官  料金サービス課企画官を拝命いたしました大塚と

申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○深堀電気通信技術システム課番号企画室長  番号企画室長の深堀と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○東情報流通行政局総務課課長補佐  以上でございます。 

○新美部会長  どうもありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたしま

す。 

 

ウ 電気通信事業法第４１条第３項の規定に基づく電気通信事業者の指定につ

いて【諮問第３０９４号】 

 

○新美部会長  それでは、続きまして諮問第３０９４号、電気通信事業法第４１

条第３項の規定に基づく電気通信事業者の指定についてお諮りをいたします。 

 本件は、総務大臣から諮問を受けまして、本年６月２３日開催の当部会におい

て審議を行い、６月２４日から７月２４日までの間、意見招請を実施いたしまし

た。 

 それでは、この件につきまして、総務省からご説明をお願いいたします。 

○荻原電気通信技術システム課長  それでは、資料８０－３に基づきまして説明

させていただきます。 

 ３ページの参考資料で説明をさせていただきます。諮問のときにもご説明させ

ていただいておりますので、ごく簡単に説明させていただきたいと思います。 

 まず４ページ目でございますけれども、上の枠の３点目にございますように、

電気通信回線を設置していない事業者につきまして、利用者の利益に及ぼす影響

が大きい電気通信役務、具体的には、有料サービスを１００万人以上の加入者に

提供している場合ですけれども、その場合には、技術基準適合維持義務を適用す

る事業者として告示で指定できるとなっております。 

 本件は、４月１日にニフティ株式会社が再編されたことに伴いまして、利用者

の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務を提供するものとして、電気通信事業
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法の技術基準の適用対象となる電気通信事業者を指定し、告示することについて

諮問させていただいたものでございます。 

 ５ページ目、ご覧いただきたいと思います。この規定に基づきまして、平成２

７年８月にニフティ株式会社を既に指定していたところでございますけれども、

今般、ニフティ株式会社において会社再編がありましたため、改めて総務大臣に

よる指定の手続を行うというものです。 

 ６ページ目をご覧いただきたいと思います。ニフティ株式会社でございますけ

れども、本年４月１日に法人向けクラウド事業を中心とする富士通クラウドテク

ノロジーズ株式会社に衣替えしております。それが上の線表になります。その際、

個人向けＩＳＰ事業については、新しく立ち上げられた会社であるニフティ株式

会社に譲渡しております。それが下の線表になります。これに伴いまして、上の

線表でございますけれども、（旧）ニフティ株式会社、すなわち富士通クラウドテ

クノロジーズ株式会社は、有料の利用者１００万人以上に役務を提供する電気通

信事業者という条件から外れることになりましたので、５月９日に指定を解除し

たところであります。 

 一方、下の線表でございますが、利用者１００万人以上の個人向けＩＳＰ事業

を譲り受けることになりました（新）ニフティ株式会社につきましては、電気通

信設備を適正に管理すべき事業者として総務大臣による指定の対象となりました

ので、それを受けて、今回所要の告示を改正するということで諮問をさせていた

だいたものでございます。 

 告示の案は７ページにあるとおりでございまして、この告示案につきまして、

部会長からご紹介ありましたように、審議会において６月２４日から７月２４日

までの間意見募集を実施していただきました。その結果、意見の提出はございま

せんでした。 

 説明は以上です。 

○新美部会長  ありがとうございます。それでは、ただいまの説明につきまして、

ご意見、ご質問がございましたらよろしくお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。前回のときにもご審議いただきましたし、実質的な変動

はないということでご了解いただいていたところだと思います。 

○大谷委員  よろしいですか。 

○新美部会長  どうぞ。 

○大谷委員  この電気通信事業者の指定そのものについては、資料のとおりで全
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く賛同するものです。また、この制度そのものが、例えば電気通信役務を提供す

る上で事故などが発生して、通信に障害が発生したときの技術基準への適合性な

どを判断するための十分な体制整備を求めるというもので、この制度自体も全く

問題ないと思っているところです。実質的に、通信の障害などというのは、こう

いった規制で対象者になっていない事業者で起こることが間々ございまして、先

日も、８月２５日でしたでしょうか、グーグルの通信機器の設定の、ほんとうに

単純なミスというか、エラーだと思いますけれども、それでかなり長時間にわた

って、全国的に通信に接続上の障害が発生したという事象もありまして、ただこ

ういった規制で対応できる問題の外側にそういう問題があるということについて、

今後どのように対応していくのかということについても課題があるなということ

だけ、一言付言させていただきたいということで発言させていただきました。 

 直接、諮問の事項とは関係がないと思いますが、多少、通信障害ということで

は関わりがあると思いましたので、一言だけ申し上げました。 

○新美部会長  ありがとうございます。重要な点の問題指摘ですが、この点につ

いて、何か事務局のほうで、特にありませんか。 

○荻原電気通信技術システム課長  ご意見ありがとうございます。ただいまご指

摘いただきました技術基準の適合維持義務に加えまして、電気通信事業法には、

電気通信サービスの事故等により電気通信役務が停止した場合、総務大臣にご報

告いただくという制度がございます。ただ、それも一定の条件を満たした比較的

規模の大きな事故が対象となっておりまして、今ご指摘いただいたような、先日

起きたグーグルに関する障害につきましては、基本的にはその基準を満たさない

ということになります。ただ、やはり及ぼした影響を見たときに非常に大きいも

のがございますので、そういったことが繰り返されないように、できるだけの対

策を打つ必要があると考えておりまして、原因の調査等は任意で進めていきたい

とは思っています。また、そういった新しい、今まであまり見られなかったよう

な障害が起きたときの対応のために何らかの制度整備が必要ということがあるの

であれば、そのような対応も含めて検討してまいりたいと考えています。 

○新美部会長  よろしいでしょうか。 

○大谷委員  はい。 

○新美部会長  ありがとうございます。問題としては視野に入れているというこ

とのご説明だったと思います。 

 ほかに、この点につきまして、諮問３０９４号につきまして、何かご意見、ご
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質問ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、他に意見がございませんようですので、諮問第３０９４号につきま

しては、お手元にございます答申案のとおり答申したいと考えておりますが、い

かがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○新美部会長  どうもありがとうございます。それでは、案のとおり答申をする

ことにいたします。 

 

エ 電気通信番号規則等の一部改正について【諮問第３０９５号】 

 

○新美部会長  では、続きまして、諮問第３０９５号、電気通信番号規則等の一

部改正についてお諮りをいたします。 

 本件は、総務大臣から諮問を受け、本年６月２３日開催の当部会において審議

を行い、当審議会への必要的諮問事項と諮問を要しない事項で構成されているこ

とから、意見招請につきましては、必要的諮問事項の部分を含めて、一体的とし

て６月２４日から７月２４日までの間、総務省において実施していただき、必要

的諮問事項につきましては、電気通信番号委員会において調査・検討していただ

きました。本日は、同委員会の主査であります相田専門委員より、委員会での検

討結果についてご報告いただきます。 

 それでは、相田専門委員、よろしくお願いいたします。 

○相田専門委員  それでは、電気通信番号規則等の一部改正につきまして、電気

通信番号委員会における調査の結果についてご報告させていただきます。 

 資料８０－４をご覧ください。本件の概要につきましては７ページ以降に具体

的な記載がございますけれども、現在、０６０番号帯と定められているＦＭＣ等

専用番号ということでございます。ちょっとわかりにくいのですけれども、０６

０番号帯と言ったときには、それに続く桁が０でない、１から９であるというこ

とで、０６０１から０６０９ということになっていますけれども、それを、逆に

０６０に続く桁が０である０６００番号帯というものに移行して、従来使ってい

た０６０１から０６０９を、将来的に携帯電話番号として使用することを見据え

て留保するというものでございます。 

 先ほど、これについても部会長からご紹介がございましたように、本改正案に

つきましては、審議会への必要的諮問事項と諮問を要しない事項で構成されてい



－14－ 

ることから、必要的諮問事項の部分を含めて、総務省において意見募集を実施い

たしました。 

 寄せられた意見を踏まえ、８月２２日に開催した電気通信番号委員会におきま

して、本改正案及び提出された意見に対する考え方について検討を行い、当委員

会の考え方の整理を行いました。 

 当委員会といたしましては、１ページにございます報告書の１に示しましたと

おり、本件、電気通信番号規則等の一部改正については、諮問のとおり改正する

ことが適当と認められるとのご報告をさせていただいております。提出された意

見及びその考え方につきましては、報告書の別添といたしまして２ページ目以降

に取りまとめておりますので、その具体的な内容につきましては、改正概要とと

もに総務省よりご説明いただけるとのことですので、よろしくお願いいたします。 

○新美部会長  それでは、続いてよろしくお願いいたします。 

○深堀電気通信技術システム課番号企画室長  それでは、資料８０－４につきま

して、引き続きご説明させていただきます。 

 まず改正概要につきましては、ただいま相田主査からご紹介いただきましたと

おり、７ページ目にございますけれども、電気通信番号規則のＦＭＣ等専用番号

につきまして、０６０番号帯を０６００番号帯に移行しまして、０６０番号帯に

ついては留保させていただきたいというものでございます。また、あわせて基礎

的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則につきましても、対象

となる番号帯の変更をさせていただきたいという内容になっております。 

 この背景でございますが、９ページ目をご覧になっていただきますと、棒グラ

フがございます。携帯電話の番号につきましては、非常に需要が増えているとい

うことで、残りの番号数が少なくなってきておりますことに鑑みまして、将来の

需要を見据えて、０６０を将来の携帯電話番号のために留保をしていきたいとい

うことでございます。 

 １０ページ目をご覧いただきますと、ただいま相田主査からもご説明ありまし

たとおり、具体的な番号帯を表の形でお示しさせていただいております。０６０

０につきましては、１１ページ目にございますとおり、幾つかの可能なオプショ

ンを比較検討しました結果、０６００が最も適当ではないかということで、今回

の改正案となっております。 

 続きまして、いただいたご意見とそれに対する考え方につきましてご説明させ

ていただきます。 
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 ２ページ目になりますけれども、全体としまして６件のご意見をいただきまし

た。内訳は、匿名の方が２件、電気通信事業者の方が２件、あとは個人の方が２

件となっております。１番目の方は匿名の方ですが、改正に賛成しますというこ

とでいただいております。２番目の匿名の方ですが、以前答申が出た際には、Ｆ

ＭＣ番号に使うことになっている０６０を留保するということは書かれていたも

のの、移行先について、０６００にするというところまでは答申には盛り込まれ

ていなかったのではないかということでございますが、そこを、まさに今回の諮

問の内容として出させていただいているところですので、考え方としましては、

先ほど概要のところでご説明させていただきましたとおり、０６００が適当と考

えますとさせていただいております。 

 ３番目のご意見でございますけれども、フリービット株式会社様からでござい

ます。今回の改正案、関係規定の整備に賛成いたしますということでして、ＭＶ

ＮＯの立場としても、ぜひＦＭＣサービスをＭＶＮＯも提供ができるように、番

号帯を引き続き確保していくということについてご賛同いただいていますととも

に、番号の指定の要件につきましては、無線局の設置などを含めないでいただき

たいという趣旨でございます。考え方としましてはご賛同いただいたものとして

承りますとさせていただきまして、要件としましては、従前と特に変わりません

ので、変わらない形で、無線局設置等は要件には含めませんということで書かせ

ていただいております。 

 ４番目のご意見ですが、こちらは個人の方の１番目でございまして、ＦＭＣサ

ービスを０６００に移行をするということに関しまして、積極的に賛成ではない、

反対ながらも、最も合理的であるということでご意見をいただいております。こ

の理由といたしましては、６という字が８と似ているということで、現在０８０

０という番号帯を着信課金に利用しておりますので、少し紛らわしいのではない

かということと、あとは、０６６０、０２０などに移行するということについて

もご検討いただいたということですけれども、これらと比べると、総合的に判断

して０６００が一番適当ではないかということでご意見をいただいております。

考え方としましては、改正案にご理解をいただいたものとして承りますとさせて

いただいております。 

 ５番目のご意見でございますが、こちらは株式会社ＮＴＴドコモ様からでござ

います。今回の改正案については、携帯電話の番号の枯渇対策ということで賛同

いたしますということでいただいております。また、将来この０６０１から９ま
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でを携帯電話に開放する場合には、ＦＭＣ番号帯と利用者に混乱が生じないよう

に取り組む必要があるということでご意見いただきました。考え方といたしまし

ては、ご賛同いただいたものとして承りますということとともに、将来、０６０

番号帯を携帯電話番号に開放する際には、混乱が生じないように対応していく必

要がありますとさせていただいております。 

 ６番目のご意見でございますが、個人の方の２番目でございますが、こちらは

０９１について少しご指摘をいただいておりますのと、あとは携帯電話番号につ

いては０Ａ０の形式の番号としていただきたいということでご意見をいただきま

した。こちらに関しましては、今回、番号規則でこれらに関する改正を予定して

いるわけではございませんので、その旨を書かせていただいております。 

 全体といたしまして、この６件のご意見を見渡しまして、今回の改正にご賛同、

あるいはご理解をいただけたものと判断されると思いますので、案につきまして

は原案のとおりとさせていただければと思っております。 

 以上でございます。 

○新美部会長  どうもありがとうございます。それでは、ただいまのお二方のご

説明につきまして、ご意見、ご質問ございましたらよろしくお願いいたします。

特にございませんでしょうか。 

 それでは、諮問第３０９５号につきましては、お手元の答申案のとおり答申し

たいと思いますが、いかがでしょうか。ご賛同いただけますでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○新美部会長  ありがとうございます。それでは、案のとおり答申することとい

たします。 

 

（２）「諮問を要しない軽微な事項について」（平成２０年９月３０日 情報通信行

政・郵政行政審議会電気通信事業部会決定第５号）の一部改正について 

 

○新美部会長  それでは、最後になりますが、当部会決定でございます「諮問を

要しない軽微な事項について」の一部改正について、事務局からご説明をお願い

いたします。 

○東情報流通行政局総務課課長補佐  それでは、事務局からご説明をさせていた

だきます。 

 資料番号８０－５をご覧ください。「諮問を要しない軽微な事項について」の一
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部改正について、具体的には電気通信事業法第１２条の２第４項第２号の規定に

よる特定電気通信設備の指定を加えるというものでございます。 

 次のページをめくっていただきまして、制度の概要から簡単にご説明をさせて

いただきます。こちらの制度の概要につきまして、オレンジ色で囲う形で書かせ

ていただいておりますが、基本的には第一種・第二種指定電気通信設備設置者、

又はその特定関係法人が、グループ外の大規模事業者、これは特定電気通信設備

の設置者ということになりますが、こちらとの合併や株式取得等を行った場合に、

その事業者に対し登録の更新を義務づけるものというところが、電気通信事業法

第１２条の２で規定されているものでございます。その際の手続きが、下のほう

で描かせていただいている図で示しているものでございます。 

 次のページをご覧いただけますでしょうか。具体的に登録の更新が必要となる

主な事例を３つ挙げさせていただいております。ケースをそれぞれ挙げておりま

すが、１つは吸収合併等の場合、２つ目は株式取得等に伴うもの、３つ目はグル

ープ会社による合併等ということで、簡単な図式とともに、イメージとして捉え

ていただければと思います。 

 この場合の登録の主体者である指定設備設置者及びその受け手となります特定

設備設置者というものが、それぞれ下のほうに記載をさせてございますが、指定

設備設置者におきましては、固定系の通信事業者においては加入者回線シェアが

５０％を超える事業者、また、移動系につきましては、端末シェアが１０％を超

える事業者というものを指定させていただいております。 

 また、特定設備設置者につきましては、上に挙げました指定設備設置者に加え

た上で、加入者回線シェアが１０％を超える事業者、あと、移動系につきまして

は、端末シェアが３％を超える事業者というのをそれぞれ加える形で現在指定し

ているところでございます。 

 この指定設備設置者及び特定設備設置者の具体的な事業者が、次のページに書

かせていただいている事業者でございまして、４ページ目になりますが、こちら

の事業者が現在指定されているという形になってございます。 

 その次のページがシェアの推移ということで、これは委員限りの情報ですので

取り扱いにはご注意いただきたいのですが、こちらが、前回、前々回のデータを

含めた形で記載をさせているものでございます。先ほど申し上げました、固定系

につきましては１０％、移動系につきましては３％の事業者が対象になるという

形になっています。 



－18－ 

 このような制度設計のもとに、現在、当審議会におきましては、特定電気通信

設備の指定につきましては、情郵審の中で必要的な諮問事項とされているところ

でございますが、６ページ目で具体的に書かせていただいておりますとおり、２

つの事項につきましては、このうちの諮問を要しない軽微な事項としての取り扱

いをさせていただきたいということで、今回お諮りをさせていただいているもの

でございます。 

 １つ目は、上のほうにありますが、毎年度の報告によって指定基準を超えたこ

とによる指定ということで、指定基準は、先ほど申し上げましたとおり、固定回

線の場合は１０％、移動の場合は端末シェア３％ということになってございます

が、こちらにつきましては、毎年度、電気通信事業法施行規則によって各事業者

から回線数等の報告がありますので、こちらに基づいてシェアの比率を算定しま

して、その上での判断ということになりますので、比較的裁量の余地が極めて限

られていることもございまして、こちらにつきましては、諮問を要しない軽微な

事項として取り扱えるのではないかと考えてございます。 

 続きまして、下のほうになりますが、特定電気通信設備の指定ということで、

具体的に、設備内容につきましては４ページ目に幾つか書かせていただいており

ます。例えば固定系で言いますと、対象設備、固定端末系伝送路設備であります

とか、移動系の場合は、交換設備や交換設備相互間に設置される伝送路設備、こ

れらのものが対象となっております。こちらにつきましては、現在の指定におき

ましても、第一種指定設備や第二種指定設備と同様な形で、こちらの規定をその

まま踏襲する形での扱いとなってございます。また今後も、同様の指定を行うと

いう見込みで考えておることから、ここにつきましても裁量的な余地が極めて限

られるということで、こちらも諮問を要しない軽微な事項として取り扱わせてい

ただければと考えてございます。 

 こちら、具体的に諮問を要しない軽微な事項につきましては、当部会決定とし

て既に規定を設けさせていただいておりますが、７～８ページにおきまして、線

を引いているところを追記する対応で考えています。 

 この内容につきまして、お諮りいただきます。よろしくお願いいたします。 

○新美部会長  ありがとうございます。それでは、ただいまの説明につきまして、

ご意見、ご質問はございますでしょうか。 

○山下委員  では、１つよろしいですか。 

○新美部会長  どうぞ、山下委員、お願いします。 
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○山下委員  諮問を要しない事項ということは、１０％を超えたり超えなかった

りというのが、年によってボーダーラインにいるような事業者さんもあるという

ことで、それは合理的なことだと思いますが、文言として、諮問を要しない軽微

な事項とありますが、当の事業者さんにとっては、特定電気通信設備の事業者と

なること、なるかならないか、あるいはシェアが１％増えるか減るかということ

は、一般的に言って軽微とはなかなか言えない。そういう意味で、文言として、

諮問を要しないという言葉には軽微という言葉がセットでつかなければならない

のかと思いました。事業者側から見て、おそらく軽微ではないだろうという意味

でございます。 

○新美部会長  ありがとうございます。表現の問題ですが、これは諮問を要する

か要しないかの法文上の問題かと思いますので、ちょっとご説明をお願いいたし

ます。 

○東情報流通行政局総務課課長補佐  ご指摘のとおり、軽微という言葉が、事業

者におきましては、必ずしも実態に沿わないのではないかというご指摘と理解致

しました。ただ、今回の場合は、審議会の運営に基づく規定ということで、この

ような記載を使わせていただいています。一方、指定になるかならないかという

点につきましては、外部の事業者等に対しましては、パブリックコメントの実施

や、実際に確定した後、告示改正を伴って官報掲載を行うなど、しっかりした形

で手続きを踏まえたいと思いますので、こういったところで、外部に対してのア

プローチとしては必ずしも軽微という捉え方でなくて、あくまで審議会としては

軽微の扱いをしていますけれども、対外的には、きちっと行政事務としては取り

組んでいくことで、ご理解いただければと思います。 

○新美部会長  いかがでしょうか。 

○山下委員  ありがとうございます。 

○新美部会長  手続上の表現としてこういうものを使っているということで、外

部に対しては決して軽微だという扱いはしないということでございますので、ご

了解いただけたらと思います。 

 ほかにご意見、ご質問ございましたらよろしくお願いします。 

 よろしいでしょうか。特にご意見ございませんようでしたら、本件につきまし

ては案のとおり当審議会の諮問を要しない軽微な事項としたいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 



－20－ 

○新美部会長  それでは、よろしいようですので、そのような旨で決定をいただ

いたということにさせていただきたいと思います。 

 

閉 会 

 

○新美部会長  以上で、本日用意いたしました審議事項は全て終了いたしました。

委員の皆様から何か情報提供、あるいはご意見、全般にわたって、結構でござい

ますが、何かございましたらご発言をいただきたいと思います。特にございませ

んでしょうか。 

 あるいは、事務局から何かございましたらよろしくお願いいたします。 

○東情報流通行政局総務課課長補佐  それでは、事務局から一言だけ報告させて

いただきます。次回の事業部会の開催日程ですが、９月２９日の開催を予定して

ございます。詳細につきましては、また別途事務局からご連絡をさせていただき

ますので、どうかよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○新美部会長  次回の開催日時でございます。よろしく予定をお入れいただきた

いと思います。 

 それでは、以上で本日の会議を終了いたします。本日は、お忙しい中どうもあ

りがとうございました                     （以 上） 

 

 


